
（別系氏1）  

シアゾファミド作物残留試験一覧表  

きゅうり※    l9．4％水和剤   1000借散布   
」r言rl   lム3，7日   圃場A：0．08／0．01   

（果実）   200L／10a   圃場B：0．23／く0．01   

メロン   
2  9．4％水和剤   1000倍散布   圃場A：く0．01／〈0．01   

（果実）  200L／10a  旦回   ム3，7日            圃場B：く0．01／〈0．01   
トマト○   

2  9．4％水和剤   
1000倍散布   圃場A：0．18／く0．01   

（果実）  200L／10a  皇回   ム3，7日  
圃場B：0．52／0，01   

ぱれいしょ   
2  9．4％水和剤   

1000倍散布   圃場A：〈0．01／く0，01   

（塊茎）  200L／10a  4回  ヱ，14，21日  
圃場B：く0．01／く0．01   

ぱれいしょ   
2  9．4％水和剤   

250倍散布   圃場A：く0．01／く0．01（4回、7日）（＃）   

（塊茎）  25L／10a  
4回  7，14，21日  

圃場B：く0．01／〈0．01（4回、7日）（＃）   

小粒ぶどう○  2  9．4％水和剤   1000借散布   
圃場A：6．36／0．07（3回、21日）   

（果実）  300L／10a  旦回  旦皇，21，28日  
圃場8：1．90／0．02（3回、21日）   

大粒ぶどう○  2  9．4％水和剤   1000倍散布   
圃場A：0．53／0．01（3回、21日）   

（果実）  300L／10a  呈回  適，21，28日  
圃場B：1．26／0．01   

はくさい※   
2  9．4％水和剤   

500倍港注2L／セルトレイ   圃場A：0．02／く0，01   

（茎葉）  
＋2000倍散布300L／10a  旦坐甲  週，21，28日  

圃場B：0．24／く0．01   

500倍濯注2L／セルトレイ  圃場A：0．08／く0．01  

はくさい※ （茎葉）   2  9．4％水和剤    ＋2000倍植付時株元准注250mL／株  
＋2000倍散布200，300L／10a   画場8：0．32／く0．01   

たまねぎ   2000倍散布   圃場A：く0．01／〈0．01   

（鱗茎）  
2  9，4％水和剤  

200L／10a  皇回  ヱ，14，21日  
圃場B：く0．01／く0．01   

ピーマン※   2000倍散布   圃場A：0．33／0．01   

（果実）  

2  9．4％水和剤  
200L／10a  皇回   ム3，7日  

圃場8：0，22／〈0．01   

すいか   1000倍散布   圃場A：く0．01／く0．01   

（果肉）  
2  9．4％水和剤  200，217．7L／10a  皇回   土，3，7日  

圃場B：く0．01／く0．01  



試験囲  
農作物  

場数   

試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【シアゾファミド／CCIM】  

キャベツ   
500倍濯注2L／セルトレイ   

75日   画境A：く0．01／く0．01（1回、75日）   

（茎葉）  
2  9．4％水和剤  1回  

97日   圃場8：く0．01／く0．01（1回、97日）   

小麦   1000借散布   239日  圃場A：く0．01／く0．01（3回、239日）   

（玄麦）  
2  9．4％水和剤  3回  

100L／10a  187日  圃場B：く0．01／く0．01（3回、187日）   

小麦   
2  9．4％水和剤   

8倍無人ヘリ散布   244日  圃場A：く0．01／く0．01（3回、244日）   

（玄麦）  

3回  
0．8，0．86－0．90L／10a  117日  圃場B：く0．01／く0．01（3回、117日）   

こまつな※   
2  9．4％水和剤   

2000倍散布   
旦回   ＆7日   

圃場A：9．10／0．ほ■（3回、7日）   

（業）  150，100L／10a  圃場B：3－76／0．05   

ほうれんそう※  2  9．4％水和剤   2000倍散布   
旦回   

阻場A：16．2／0．44   

（茎葉）  150，134．7L／10a  ＆7日 
圃場B：7．17／0．16（3回、7日）   

なす   
2  9．4％水和剤   

2000倍散布   
皇回   

圃場A：0．11／く0．01   

（呆実）  200L／10a  主，3，7日  
圃場B：0．10／く0．01   

ちんげんさい※  2  9．4％水和剤   2000倍散布   
旦回   

圃場A：1．■02／0．04   

（茎葉）  200L／10a  ＆7日  
圃場B：0．76／0．02   

みずな   
2  9．4％水和剤   

2000借散布   
呈回   

圃場A：1．85／0，08   

（茎葉）  200L／10a  ＆7日  
圃場B：4．94／0．09   

いちご※   
2  9．4％水和剤   

500倍濯注50mL／ホーット   圃楊A：0．29／0．01   

（果実）  ＋500倍濯注100mL／株  呈土星回  迎，37，44日  
圃場B：く0．01／く0．01   

あずき  
2  9．4％水和剤   2％  

圃場A：0．02／く0，01  

（乾燥子実）  
土‡旦回  ヱ，14，21日  

＋1000倖散布150．200L／10a  圃場B：0．02／く0．01   

ブロッコリー   
2  9．4％水和剤   

500倍濱注2L／セルトレイ   圃瘍A：0，24／0．d2   

（花雷）  ＋2000倍散布200L／10a  出回  ＆7，14日  圃場B：0．40／0．02   

みようが   
2  9．4％水和剤   

500倍土壌濱注   圃場A：0．89／0．02   

（花穂）  3000L／10a  旦回   旦，7，14日  
圃場8：3．50／0．07   

しょうが   
2  9．4％水和剤   

500借土壌淀江   圃場A：0．23／く0．01（3回、45日）   

（塊茎）  3000L／10a  旦回  迎，45，60日  圃場B：0．04／く0．01   

1
N
N
－
 
 
 



試験周  
農作物  

場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【シアゾファミド／CCIM】  

i且州みかん※  2  9．4％水和剤   2000倍散布   圃場A：3．38ソ0．12（＊3回、7日）   
（外果皮）  500L／10a  呈回   ム7，14日  

圃場B：1．51／く0．05   

温州みかん爽  r）  9・4％水和剤   
2000倍散布   

呈回  
圃場A：0．25／〈0．01   

（果肉）   500L／10a  圃場B：0．05／く0，01   

ム  2000倍散布   】 
呈回  

圃場A：0．25／〈0．01   

（果肉）   
ム′，14日  500L／10a  圃場B：0．05／く0，01   

すだち  
口  9．4％水和剤   

2000借散布  
（果実）  500L／10a   呈回   ム7，14日   

圃場A：1．06／く0．01   

かぼす  
9．4％水和剤   

2000借散布  
（果実）   640L／10a   旦回   ム7，13日   

圃場A：0．35／く0．01   

レモン※   
2  9．4％水和剤   2000倍散布   圃場A：2．03／0．03   

（果実）  300L／10a  旦回   ム7，14日  
圃場8：0．33／0．04－（＊3回14日）   

夏みかん   
2  9．4％水和剤 2000倍散布   阻湯A：0，54／0．02   

（果実）  500L／10a  皇回   ム7，14日  
圃場B：0．47ソ0．02叫（＊3回 7日＊＊3回14日）   

畑わさび※   
2  9．4％水和剤   

2000倍散布   圃場A：6．29／－   

（茎葉）  300L／10a  呈回   乙14日  
圃場B：3．06／－   

畑わさび   2  9．4％水和剤   2000倍散布   
圃場A：0．70／－   

（根茎）  300L／10a  ヱ，14日  
圃場B：0，49／－   

ねぎ   
2  9．4％水和剤   2000倍散布   圃場A：0．36ソ0．02（＊3回、7日）   

（茎葉）  200L／10a  皇回   旦，7，14日            圃場B：0．88／0．01（3回、7日）   
ししとう○   

2  9．4％水和剤   
2000倍散布   圃場A：0．30／－   

（果実）  200L／10a  皇回   ム3．7日  
圃場B：0．46／－   

とうがん   
2  9．4％水和剤   2000借散布   圃場A：0．02／－   

（果実）  250L／10a  呈回   土，3，7日            圃場B：0．02／－   
いちじく※   

2  9．4％水和剤   
2000倍散布   圃場A：0．18／－   

（果実）  300L／10a  旦回   ム3，7日  
圃場8：0．40／－   

だいこん   2  9．4％水和剤   2000倍散布   
圃場A：く0．01／く0．01   

（根）  150－200，200L／10a  旦回   呈，7，14日  
圃場B：く0．01／〈0．01   

－
N
∽
－
 
 
 



試験周  
農作物  

場数   

試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【シアゾファミド／CCIM】  

だいこん   2000借散布   圃場A：5．07／0．05   

（葉）  

2一  9．4％水和剤  150－200，200L／10a  呈回   ＆7，14日  
圃場B：3．54／0．04   

かぶ   2000倍散布   圃＝熟A：0．08／く0．01   

（根）  

2  9．4％水和剤  150，200L／10a  呈回   旦，7，14日  
圃場B：0．06／く0．01   

かぶ   2000借散布  圃場A：14．6／0．08   

（葉）  

2  9．4％水和剤  150，200L／10a  呈回   ＆7，14日  
圃場B：9．72／0．10   

葉たまねぎ   
2  9．4％水和剤   

2000倍散布   飯場A：1．28／－   

（菓及び鱗茎）  150，120－150L／10a  皇回   呈，7，14日  
圃場B：0．88／－   

ミニトマト○   1000倍散布   圃場A：1．00／0．01   

（果実）  
2  9．4％水和剤  

200，300L／10a  
皇回   ム3，‘7日  

圃場B：0．72／く0．01   

だいず※   1000借散布   6，14，21日  圃場A：0，06／く0．01（3回、6日）   
2  9．4％水和剤  旦回  

（乾燥子実）  200，250L／10a  ヱ，14，21日  圃場BO．04／く0．01（3回、14日）   

レタス○   2000借散布   圃場A：2．ね／く0．・01   

（茎葉）  
2  9，4％水和剤  200L／10a  旦回 旦7，14日  

圃場B′：0．10／く0．01   

サラダ菜○   
2  9．4％水和剤   

2000倍散布   圃場A：5．17／－   

（茎葉）  
150，200L／10a  旦回   旦，7，14日  

圃場B：2．44／－   

リーフレタス○  2   2000倍散布   圃場A：1．26／－   

（茎葉）  
9．4％水和剤  200，130L／10a  旦回   ＆7，14日  

圃場・B：2．18／－   

わけぎ※   2000借散布   圃場A：0．75／－   

（茎葉）  
2      9．4％水和剤  200L／10a  旦回   ＆7，14日  

圃場B：1．64／－   

みつば※   2000借散布   圃場A：2．04／－   

（茎葉）  

2  9．4％水和剤  
200L／10a  呈回   も7，14日  

圃場B：3，46／－   

とうがらし○ （果実）  ロ  9．4％水和剤   2000倍散布  
200L／10a   皇回   ム3，7日   

圃場A：0．37／－   

とうがらし○ （実  口  9．4％水和剤   2000倍散布  
果）  200L／10a   皇回   ム3，7日   

圃場A：0．80／－   

－
N
－
－
 
 
 



試験圃  試験条件  最大残留量（ppm）  
農作物  

場数  剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【シアゾファミド／CCIM】  

とうがらし○  2  9．4％水和剤   2000借散布   圃場A：0．68／－（2回、1日）   

（果実）  ’200L／10a  
2回   ム3，7日            圃場B：0．24／－（2回、1日）   

葉しょうが○   500倍土壌濯注   圃場A：1．38／－   

（根茎・茎）  
2  9，4％水和剤  

3000L／10a  呈画  旦，14，30，45日            蘭塩R・n Oq／＿   
葉しょうが○  l   500倍土壌濯注   圃場A：1．38／－   

（根茎・茎）  
2  19，4％水和剤  3000L／10a  l呈画l  旦，14，30，45日  

圃場B：0．99／－   

えだまめ※   
2  9．4％水和剤   

1000倍散布   圃場A：2．34／0．02（3回、7日）   

（さや）  150，176－200L／10a  旦回   旦，7，14日  
圃場B：0．40／く0．05   

おかひじき   
2  9．4％水和剤   

2000倍散布   圃場A：4．4／－   

（茎葉）  200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  
圃場B：3．8／－   

（※）印で示した作物については、申請の範囲内で最高の値を示した括弧内に示す条件において得られた値を採用した。  

（○）印で示したレタス、トマト、その他のなす科野菜、しょうが及びぶどうは、品種の相違による偏差を考慮し、作物残留量の高いサラダ菜、ミニトマ  
ト、とうがらし、葉しょうが及び′ト粒ぶどうの作物残留試鱒成績を基準値策定の根拠とした。  

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「シアゾファミド」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における残留農薬の最高値及び  
各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。   



シアゾファミド  （別紙2）  農薬名   

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   ppm   pPm  ppm   pPm  

く0．Ol，く0．01，  

小麦   0．05   0．05  ○  く0．01（め，く0．01（＃）   

申  大豆   0．3   0．06（‡），0．04   

／ト豆類   0．1  0．1                 ○  0．02，0．02   

ばれいしよ   0．05   0．05  ○  0．02  アメリカ  く0．01，く0．01， く0．01（軌く0．01（め   
だいこん類の根   0．05   0．05  ○  く0．01，く0．01   

だいこん類の菓   10   10  ○  5．07，3．54   

かぶ類の根   0．3   0．3  ○  0．08，0．06   

かぶ類の葉   20  20  ○  14．6，9．72   

0．02，0．24，0．08，   

はくさい  ロ  ○  0．32（‡）   
キャベツ  0．05  0．05  ○  く0．Ol，く0．01  

ケール   15   15  ○   

こまつな   15   15  ○   9．10（‡），3．76  

きような   10  10  l，85，4．94   

チンゲンサイ  3  30 l．02（‡），0．76   

プロツコリ「  B   0．24，0．40   

その他のあぶらな科野菜  15  15  ○  0．7D．0．49（畑わさび）   

2．76，仇10（レタス）、  

5．17，2．44（サラダ菜）、  
l．26，2．柑（リーフレク   

レタス   10  申  ス）   

たまねぎ   0．05  0．05  く0．01，く0．01   

ねぎ  2  20 0．36，0．88   

わけぎ  5  申  0．75，1．64（‡）   

1．26，0．88（兼たまね   

その他のゆり科野菜  3  3   ぎ）   

みつば   10  申  2．04，3．46（‡）   

0．18，0．52（トマト）、  

トマト   2  20 0．20  アメリカ   1．00，0．72（ミニトマト）   
ピーマン  ○  0．33（‡），0．22   

なす  0．5  0．5  ○  0．11，0．10  
0．30．0．46（ししとう）、   
0．37，0．80，0．68．0．24  

その他のなす科野菜  2  口  ○・申  （とうがらし）   

きゆうり   0．7   0．7  ○  0．10  アメリカ   0．08，0．23（‡）  

かぼちや   0．1   0．1  

しろうり   0．1   0．1  

すいか   0．05   ○  く0．Ol，く0．Ol  

メロン類果実   0．05   0．05  ○  く0．Ol，く0．Ol  

まくわうり   0．1   0．1  

その他のうり科野菜   0．1   申  0，02こ0．02（とうがん）  

ほうれんそう  25  25  16．2（‡），7二17  
0．23，0．04（しょうが）、  

しようが  3  0．7   l．38，0．99（美しょうが）   

えだまめ  5  申  2．34（‡）．0．40   

その他の野菜   10  申  4．4，3．8（おかひじき）   

みかん   0．7  ○  0．7  0．25（‡），0．05   

なつみかんの果実全体   2   2  ○  0．54，0．47   

レモン′  5  50 2．03（‡），0，33  

オレンジ  5  50 

グレープフルーツ  5  50 

ライム  5  5   

1．06（すだち）、0．35（カ  

その他のかんきつ類果実   5   5  ○   ぽす）  

－26－  



参考基準値  

基準値  基準値  登録  外国  作物残留試験成績   
農産物名  案  現行  基準値  

PDm  PPm   PPm  PPm  PPm  

0．7   0．7  ○  0．29（‡），く0．01  

6．36．1．90（小粒）、  
10   10  ○  0．53，1．26（大粒）   

0．18，0▼40（‡）（いちじ   

実   ロ  ○  く）   

皮  10  10  3．38（‡），l．51  

ペイス（みかんの果皮を除く。  10  
0．89，3．50（みようが）、   
6．29（封，3．06（畑わさ   

ープ   15   ○               15  ぴ）   

（＃）で示した作物残留試験成績は、適用範眉内で行われていない。  

（‡）で示したはくさい、こまつな、チンゲンサイ、ピーマン、きゆうり、ほうれんそう、みかん、レモン、いちご、その他の果実、  
みかんの果皮及びその他のハープは、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、試験が行われた範囲内で最も大きな  
残留値を考慮した。  
その他のあぶらな科野菜の基準値は非結球あぶらな科野菜に該当する農産物を考慮した。  

レタス、トマト、その他のなす科野菜、しょうが及びぶどうは、品種の相違による偏差を考慮し、作物残留量の高いサラダ  
菜、ミニトマト、とうがらし、美しょうが及び小粒ぶどうの作物残留試験成績を基準値策定の根拠とした。  
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（別紙3）  

シアゾファミド推定摂取量（単位：〃g／人／day）  

食品群   塞準備棄 （p如）  国民平均 TⅦ）Ⅰ  幼小児 （l～6歳）  

TⅦ）Ⅰ   

58  小  005  大豆  03  
01  小豆  ばれいしよ  005  

だいこん の   0 05  

10  だい－ん の  
かぶ の   0 3  かぶ の  20  
はくさい  口  
キ べツ  0 05      1．  ケー′レ  15  

15  ーまつな  よ な  10      匹  
チン ンサイ   3  

プロ、－コリー   

その他のあぶらな致野菜  15  
10  レタス  

0 05  たまねぎ  
ねぎ  2           ●  わl   5  
その の り 野菜   3  

10  みつば  ・  トマト  2  
ピーマン  出  な  0 5  その のな  2  き －り  0 7  
かぼちや  01          －   
しろり  0．1      0．  
いか  0．05  メロン  実  0 05  まくわーり  01  

その他のうり  菜  01          ■’  
ほれんそ  25          －  

2  しよが  3  
5  えだまめ  その の野  10  みかん  0 7  なっみかんの  全  2  
5  レモン        1．  
5  オレンジ        4．  
5  グレープフルーツ  ライム  5  

の他のかん つ  5  
0 7  

いち－             ぷ－  10  
ど  

その他の  口  みかんの 皮  10  
の のスパイス  10          その他のハー  15  1．5  

計  1060．8  590．8  847，2  

ADI比（％）  11．7  22．0   9．0  

TNDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximum DailyIntake）  
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国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部●本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  
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（○：部会長）  
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答申（案）  

シアゾファミド   

残留基準値  
食品名  

llll   

大豆   0．3   

レタス   10   

わけぎ   5   

みつば   10   

その他のなす科野菜（注1）   2   

しようが   3   

えだまめ   5   

その他の野菜（注2）   10   

その他のスパイス（みかんの果皮を除く。）（注3）   10   

（注1）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜のうち，トマト，ピー  
マン及びなす以外のものをいう。   

（注2）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうき  
び、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科  
野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟  
えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハー  
プ以外のものをいう。   

（注3）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさび  
の根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オ  
レンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。  
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資料3－13－3  

府 食 第 848 号  
平成19年 9月 6 日  

厚生労働大臣   

舛添 要一 殿  

”T一ニ‾て‾－ 

～」0l・・一ハ・一・－‥八＿  

・ 
、 

・・一－－・－▼■、■t・ち ㌢∵・－▲しノ’山」喜パ∵」・、・、ノ・叫  食品安全委員会   

委員長  見上  
‘ 

二コ！・一・・一・  ・－iん‥；  轍…‡   こ
 
 

三†∴エト・・一・こト㌻ニ1i ’二′、叫＝l；′  
ニ一、 

別荘二：ミニ親・き！こ’裏 ・ 
＿・・∴∴二∴‥ 
・ 

二‥・∴‥ ヒ＝1  

食品健康影響評価の結果の通知について   

平成19年5月22日付け厚生労働省発食安第0522001号をもって草省から当委員会に対  

して求められたシアゾファミドに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、  

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第23条第2項の規定に基づき通知します。   

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。  

記  

シアゾファミドの一日摂取許容量を0．17mg／kg体重／日と設定する。  
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農薬評価 

シアゾプア  

（第3版）  

2007年9月  

食品安全委員会  
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2005年 6月16日 食品安全委員会第99回会合（要請事項説明）（参照61）   

2005年 9月 21日 農薬専門調査会第36回会合（参照62）   

2005年11月 29日 残留農薬基準告示（参照63）   

2006年 1月18日 追加資料提出（参照64）   

2006年 3月 1日 農薬専門調査会第42回会合（参照65）   

2006年 3月16日 食品安全委員会第135回会合（報告）   

2006年 3月16日 より2006年4月12日 国民からの意見・情報の募集   

2006年 5月10日 農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長へ報告   

2006年 5月11日 食品安全委員会第142回会合（報告）  

（同日付け厚生労働大臣に通知）（参照66）   

2006年11月 29日 残留農薬基準告示（参照67）  

第3版関係  

2007年 5月15日 農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請に係る連絡及び基  

準設定依頼（大豆、レタス、ワケギ、みつば、とうがらし類、  

美しょうが、えだまめ、おかひじき）  
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